
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念：ひとの絆・まちの絆で築く文化発祥の大地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちは、鳴動する大山浅間山、静謐なる名山蓼科山、ほとばしる大河千曲川の

精気を受け、また、佐久平の高燥冷涼な気候、肥沃な大地により、多様な自然と豊

かな実り、安らぎ、癒しを万年にわたり享受し、営々として歴史を築いてきました。

この地に脈打つ、旧中込学校にみる進取の精神や気風、五稜郭にみる新時代をひら

く叡智、農村医療にみる命を守る使命感やたゆまぬ努力、五郎兵衛新田にみる開拓

の精神、現代書道の父天来にみる独創と先駆けの精神を誇りとし、この志を受け継

ぎ、新たな文化の礎として発展させ、未来を担う子どもたちに伝えていかなければ

なりません。 

本市では、これらの個性を尊重しながら共生・融合を図り、市民の一体感を醸成

します。そして、安心して豊かに暮らせる新たなふるさと創造を進めるため、美し

い自然環境に配慮した幹線道路・交通機関・情報のネットワークを構築します。さ

らに、この地域間ネットワークを佐久都市圏はもとより全国や世界ネットワークへ

と繋げることにより、たくましさと優しさを併せ持つ「多機能都市」として、真の

地方の時代に立ち向かう魅力ある力強いまちづくりへと歩み始めます。 

本市は、「ひとの絆・まちの絆」を基本として、21 世紀を担う人材育成や 100 万

経済圏づくりを行い、人や物流、さらに情報の要衝となるべき「21 世紀の新たな

文化発祥の大地」を目指します。 

○経済分野 

○環境分野 

○地域医療分野 

○地域交通分野 

○情報通信分野 

など 

○教育・文化分野 
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佐久市総合計画 

佐久市文化振興計画の位置付け 

第１次佐久市総合計画 



 目指す将来都市像：叡智と情熱が結ぶ、２１世紀の新たな文化発祥都市 

      （副題：一人のための温かみと豊かさのある生活空間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標：生きがい豊かな文化発祥都市 

  （副題：いきいき学習・いきいき交流・いきいき人生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 芸術（文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊等） 

２． メディア芸術（映画、漫画、アニメーション等） 

３． 伝統芸能（雅楽、能楽、文楽、歌舞伎等） 

４． 芸能（講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱等） 

５． 生活文化等（茶道、華道、書道、国民娯楽、出版物等） 

６． 文化財等（有形及び無形の文化財等） 

７． 地域における文化芸術等（伝統芸能・民俗芸能等） 

佐久の地に悠久の歴史を共有してきた私たちは、先人の培ってきた叡智とほとばし

る情熱を受け継ぎながら、激変期の社会に凛として臨むことが大切です。 

本市は、この大きなうねりを乗り越え、真の地方の時代に立ち向かうたくましさと

優しさを併せ持つために、様々な人々や地域、産業を通じた夢と希望に満ちた新時代

を切りひらくまちづくりを目指します。 

 

本市は、「第一次佐久市総合計画」において、２１世紀における将来都市像を「叡

智と情熱が結ぶ、２１世紀の新たな文化発祥都市」とし、「一人ひとりのための温か

みと豊かさのある生活空間」を副題としています。 

市民一人ひとりが、生涯を通じて主体的に学び、個性と能力を伸ばし、さらに、学ん

だ成果や能力が地域に還元できるような「いきいき学習・いきいき交流・いきいき人

生」を推進し、「生きがい豊かな文化発祥都市」づくりを進めます。 

 そして、だれもが「佐久市に住んでみたい。住んでよかった。」と実感でき、心豊

かな充実した人生を送ることができる活力ある生涯学習社会の実現を目指します。 

佐久市生涯学習基本構想・基本計画 

佐久市文化振興計画 

本計画は多くの市民の意見を聞きながら、今後の佐久市の文化振興に関する施策の

基本的な方向性を示す計画となります。 

佐久市文化振興計画策定のおける文化の領域 



 

 

 

 

 

交流文化館浅科 ・ 公民館本館（研修センター） ・ 望月地区館（駒の里ふれあいセンター） 

浅科地区館 ・ 浅間地区館（浅間会館） ・ 東地区館（東会館） ・ 中込地区館（中込会館） 

野沢地区館（野沢会館） ・ 臼田地区館（あいとぴあ臼田） ・ コスモホール 

 

 

 

天来記念館 ・ 近代美術館 ・ 鎌倉彫記念館 ・ 川村吾蔵記念館 

 

 

 

望月歴史民俗資料館 ・ 五郎兵衛記念館 ・ 子ども未来館 ・ 昆虫体験学習館 

旧中込学校 ・ 島崎藤村旧宅 ・ 天体観測施設（臼田スタードーム） ・ 臼田文化センター 

 

 

 

中央図書館 ・ 望月図書館 ・ 浅科図書館 ・ ｻﾝｸﾞﾘﾓ中込図書館 ・ 臼田図書館 

 

 

 

佐久勤労者福祉センター ・ 佐久創造館 

 

 

 

 

 

１． 文化芸術振興基本法（平成 13 年 12 月 7 日法律第 148 号） 

（第四条：地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術の振興に関し、国との連携を図りつつ、

自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。） 

２． 第一次佐久市総合計画（平成 18 年度） 

３． 佐久市生涯学習基本構想・基本計画（平成 19 年度） 

４． 長野県文化芸術振興指針（平成 21 年３月） 

５． 佐久市総合文化会館建設の賛否を問う住民投票（平成 22 年 11 月） 

６． 第一次佐久市総合計画後期基本計画 

計画の中で検討する文化施設一覧 

文化会館・公民館 

美術品展示施設 

歴史・科学資料展示施設 

図書館 

（参考）県の類似施設 

文化振興計画策定の背景 


